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研究倫理講座でできるようになること 

ケーススタディをとおして研究活動における不正行

為について学び、研究倫理を身に付けることができ

る。論文へ引用する際のルールを知ることができ

る。データの収集や管理の方法を知ることができ

る。 

 

研究倫理講座で学ぶこと 

ケーススタディをとおして研究活動における不正行

為について学ぶ。論文への引用方法について学ぶ。 

データの管理方法やプライバシーについて学ぶ。 

月  日（  ） 
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研究倫理講座① 
 
ルーブリックを見返しながら、自己の到達度を確認し、改善を図りましょう。 

 

１ 研究倫理 

３ページの記事は、2014 年５月 15 日に朝日新聞の朝刊（17 面）に掲載されたもので
す。この記事のように、研究をする上で、してはならない行為があります。 

 
（１）新聞記事を読んで、問題があると考えられる点について記述してあるところにマーカ

ー等で色をつけましょう。 
（２）新聞記事では、何が問題であると言っていますか。（１）のマーカーで色をつけたと

ころを要約しましょう。 

 
（３）新聞記事の中から、問題となっている研究者の行為についてのキーワードを抜き出し

てください。 

 
※許諾を得なくても複製・公衆送信が可能な場合 

「改正著作権法第３５条運用指針（令和２（2020）年度版）」 

文部科学省が教育機関として定めるところ、およびこれに準ずるところ（幼稚園、小中高校、中等教育学校、大学、短期大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、看護学校など） 

複製・公衆送信は必要最小限とし（複製範囲、枚数）、著作物を複製する場合はその出所を明示する（新聞の場合は、掲載紙名、見出し、発行年月日）。 
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ン
の
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の
観
点 

評
価
の
対
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高度に達成されている 達成されている 一部に課題あり 自
己
評
価 

教
員
に
よ
る
評
価 Ａ Ｂ Ｃ 

挑
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力 

試
行
錯
誤 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

２
①
の
記
述 

２の全ての①において、理由

を書いて自己の考えを記述し

ている。 

２の全ての①において、自己

の考えを記述しているが、理

由がないものがある。 

２の①の中で記述していない

ものがある。 

  

挑
戦
力 

自
己
改
善 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

２
②
の
記
述 

２の全ての②において、理由

を書いて自己の考えた改善点

を記述している。 

２の全ての②において、自己

の考えた改善点を記述してい

るが、理由がないものがあ

る。 

２の②の中で記述していない

ものがある。 

  

２
③
の
記
述 

２の全ての③において、理由

を書いて自己の考えた改善点

を記述している。 

２の全ての③において、自己

の考えた改善点を記述してい

るが、理由がないものがあ

る。 

２の③の中で記述していない

ものがある。 

  

マーカーをつけたところを、短く要点をまとめさせてください。 

この作業をとおして、問題点を焦点化していきます。 

「研究倫理」について関心をもたせます。「改ざん」、「切り張り」などが挙がるでしょう。 
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出典：「ＳＴＡＰ論文画像『改ざん』」『朝日新聞』，2014 年５月 15 日，朝刊，17 面 
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２ ケーススタディ 

（１）ケース１ 
Ａさんは富士未来学の授業で課題研究に熱心に取り組んでいます。２月に実施される中間

発表会に向けて、授業中や放課後の時間を使って研究を進め、自分が設定した仮説を検証す
るための実験を行い、データを集めました。 
 ところが、集まったデータは、Ａさんが設定した仮説を裏付けるには不足していることが
分かりました。Ａさんは困り果ててＢさんに相談しました。 
 
Ａさん 「実験データが足りなくて、仮説が証明できなくて困っているんだ。どうしよ

う。」 
Ｂさん 「実験をしたかどうかは言わなければ確認できないから、実験をしたことにしてデ

ータを取ったことにすればいいんじゃないかな。」 
Ａさん 「そうだよね。ありがとう。」 
 

Ａさんは、実験をしたことにして、架空のデータを使用して研究を進めました。 
 

 

 

①Ａさんの行動の中で問題があると考えられる点を理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

捏造がテーマです。７ページで考えさせるので、ここで教える必要はありません。 

 

②Ａさんはどのような行動をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

 

 

③Ｂさんはどのような助言をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 
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（２）ケース２ 
Ｃさんは富士未来学の授業で課題研究に熱心に取り組んでいます。２月に実施される中間

発表会に向けて、授業中や放課後の時間を使って研究を進め、自分が設定した仮説を検証す
るためのデータを質問紙調査によって集めました。 
ところが、集まったデータは、Ｃさんが設定した仮説を裏付けるデータとしては不十分で

あることが分かりました。Ｃさんはもう一度データを見直してみました。見直している中で
Ｃさんは、集めたデータの一部を修正するだけで、価値のあるデータになることに気付きま
した。Ｃさんは念のためＤさんに相談しました。 
 
Ｃさん 「集めたデータでは、仮説を証明できなくて困っているんだ。データの一部を修正

すれば上手くいくのだけど、どうしようかな。」 

Ｄさん 「一部の修正だったら大丈夫だよ。それで証明の裏付けになるなら修正しても良い
と思うよ。」 

Ｃさん 「そうだよね。ありがとう。」 
 
Ｃさんは、一部を修正するだけなら罪は軽いと考え、データの一部を修正しました。 

 

 

 

①Ｃさんの行動の中で問題があると考えられる点を理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

改ざんがテーマです。７ページで考えさせるので、ここで教える必要はありません。 

 

②Ｃさんはどのような行動をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

 

 

③Ｄさんはどのような助言をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 
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（３）ケース３ 
Ｅさんは富士未来学の授業で課題研究に熱心に取り組んでいます。２月に実施される中間

発表会に向けて、授業中や放課後の時間を使って研究していますが、良いアイディアが思い
浮かばずになかなか進まない様子です。 
そんな時、研究室（ラボ）内での会話の中のＦさんのアイディアが自分の研究に使えるこ

とに気づきました。ＦさんのアイディアはＦさんの研究には関係なさそうでした。Ｅさんは
念のためＧさんに相談しました。 

 
Ｅさん 「ＦさんのアイディアはＦさんの研究には関係なさそうだし、自分の研究に使って

も良いかな。」 
Ｇさん 「論文でもなく、発表の中でもなく、ただの会話だからね。非公式の発言だから良

いと思うよ。」 
Ｅさん 「そうだよね。ありがとう。」 
 
Ｅさんは、Ｆさんのアイディアを自分の研究に無断で取り入れることにしました。 

 

 

 

 

①Ｅさんの行動の中で問題があると考えられる点を理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

盗用がテーマです。７ページで考えさせるので、ここで教える必要はありません。 

 

②Ｅさんはどのような行動をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

 

 

③Ｇさんはどのような助言をすべきだったでしょうか。理由とともに書きましょう。 

理由を書くように促してください。生徒に発表させるのも良いでしょう。 

 

 



富士未来学Ⅱ 

－研究倫理講座 

 

7 

 

３ 研究活動における特定不正行為とは 

捏造、改ざん、盗用は特定不正行為と呼ばれています。それぞれの定義を確認してみまし
ょう。 
（１）捏造（ねつぞう） 

存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 
 

（２）改ざん（かいざん） 
研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られたデ
ータ等を真正でないものに加工すること。 

 
（３）盗用（とうよう） 

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文または用語を当
該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。 

 

 
４ ルーブリックによる自己評価 

 
引用文献 

(1)「ＳＴＡＰ論文画像「改ざん」」『朝日新聞』，2014 年 5 月 15 日，朝刊，p.17. 

(2) 日本学術振興会（2015）『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－【テキスト版】』，p.50. 

 
 

先に挙げたケースはそれぞれ、捏造、改ざん、盗用のどれにあたりますか。 

ケース１… 捏造     ケース２… 改ざん     ケース３… 盗用 
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２
①
の
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２の全ての①において、理由

を書いて自己の考えを記述し

ている。 

２の全ての①において、自己

の考えを記述しているが、理

由がないものがある。 

２の①の中で記述していない

ものがある。 
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自
己
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主
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に
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に
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２
②
の
記
述 

２の全ての②において、理由

を書いて自己の考えた改善点

を記述している。 

２の全ての②において、自己

の考えた改善点を記述してい

るが、理由がないものがあ

る。 

２の②の中で記述していない

ものがある。 

  

２
③
の
記
述 

２の全ての③において、理由

を書いて自己の考えた改善点

を記述している。 

２の全ての③において、自己

の考えた改善点を記述してい

るが、理由がないものがあ

る。 

２の③の中で記述していない

ものがある。 
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研究倫理講座② 
 
ルーブリックを見返しながら、自己の到達度を確認し、改善を図りましょう。 

 

５ 論文へ引用する際のルール － 不正行為のない方法 

（１）著作権法－著作物が自由に使える場合について 

質問 下から著作物にあたるものを選んで番号を答えてください。 

①音楽の曲や歌詞 
 

②日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付け 
 
③絵画、版画、彫刻 
 
④マンガや小説、舞台装置 
 
⑤宮殿のような建築芸術 

 
⑥地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形 
 
⑦皆さんが書いた作文 

                  

 

小説、音楽、美術、アニメーションなどの作品は、それを作った人がそれぞれ自分の考
えや気持ちを作品として表現したものです。そして、この表現されたものを「著作物」、
著作物を創作した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と
言います。皆さんが課題研究で作成するポスターや論文も著作物にあたります。 
著作権制度は、このような著作物を生み出す著作者の努力や苦労に報いることによっ

て、日本の文化全体が発展できるように、著作物の正しい利用をうながし、著作権を保護
することを目的としています。 
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５
の
記
述 

５の（１）と（２）と（３）

の全てにおいて、記述してい

る。 

５の（１）と（２）を記述し

ているが、（３）を記述して

いない。 

５の（１）と（２）で記述し

ていないものがある。 

  

答え ①～⑦のすべて 
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著作権法では、一定の｢例外的｣な場合に著作権等を制限して、著作権者等に許諾を得る
ことなく利用できることを定めています（第 30 条～第 47 条の 8）。 

 
   これは、著作物等を利用するときは、いかなる場合であっても、著作物等を利用しよう
とするたびごとに、著作権者等の許諾を受け、必要であれば使用料を支払わなければなら
ないとすると、文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ、かえって文化
の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないため
です。しかし、著作権者等の利益を不当に害さないように、また、著作物等の通常の利用
が妨げられることのないよう、その条件は厳密に定められています。また、著作権が制限
される場合でも、著作者人格権は制限されないことに注意を要します（第 50 条）。 

 

   なお、これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています
（第 49 条）。また、利用に当たっては、原則として出所の明示をする必要があることに 
注意を要します（第 48 条）。引用（第 32 条）[1]公正な慣行に合致すること、引用の目
的上、正当な範囲内で行われることを条件とし、自分の著作物に他人の著作物を引用して
利用することができる。同様の目的であれば、翻訳もできる。（注 5）[2]国等が行政のＰ
Ｒのために発行した資料等は、説明の材料として新聞、雑誌等に転載することができる。
ただし、転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。 

 
教育機関における複製等（第 35 条）教育を担任する者やその授業を受ける者（学習

者）は、授業の過程で使用するために著作物を複製することができる。また、「主会場」
での授業が「副会場」に同時中継されている場合に、主会場で用いられている教材を、 

副会場で授業を受ける者に対し公衆送信することができる。複製が認められる範囲であれ
ば、翻訳、編曲、変形、翻案もできる。   文化庁ホームページ（2021 年 4 月 26 日閲覧） 

 

 

著作物を利用する際に、守らなくてはならないことについてまとめましょう。 

例）原則として出所の明示をする必要がある。 

 

 

著作権法に基づき、皆さんが論文を書く際に許されていることについてまとめましょう。 

例）自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。 

例）国等が行政のＰＲのために発行した資料等は、説明の材料として転載することができる。 

例）複製が認められる範囲であれば、翻訳、編曲、変形、翻案もできる。 
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（２）先行研究の引用の仕方－書籍、論文、インターネットからの引用の方法 

①書籍 
論文に引用する書籍を選ぶ場合、本全体を読んで判断するには時間がかかりますので、

以下の点について確認します。 
 

・著者  ・・・どのような専門性と立場の人かが確認できます。これは、書いてある内
容についての信頼性の判断の基準になります。また、いつ書いた本かと
いうことも重要な場合があります。現在と過去で著者自身の主張が変化
している場合もあるからです。 

 

・まえがき・・・何を伝えたくて、どのような人を対象に書いたのか、また、執筆に至っ
た背景が書いてあることが多く、自分が引用したい内容があるかどうか
を判断するための情報が得られます。 

 
・目次  ・・・どこに、何が書いてあるかを知ることができます。5 章だけ読むという

ような本の利用の仕方もできます。 
 
・あとがき・・・本全体について著者が思いを書いています。本の概要の理解につながり

ます。 
 
・引用文献・・・どのような文献を引用しているかを知ることで、本の信頼性を知ること

ができます。本の内容をさらに深めたいときにも役立ちます。著者が他
の文献から引用している部分を、さらに引用することを孫引きと言い、
避けなければなりません。必ず原著に当たり、原著から引用するように
します。 

 

今読んでいる本や身近にある本を使って、簡潔にまとめましょう。 

著者について（どのような立場や専門性か） 

各自の本でまとめさせます。 

まえがき（何を伝えたいか、対象は、書いた背景は）  

各自の本でまとめさせます。 

 

あとがき（著者の思いは） 

各自の本でまとめさせます。 
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②インターネット 
 

Web サイトからの引用の場合は、信頼のできる著者や機関の情報であるかどうかを確認
しましょう。そのために、複数のサイトで調べて比較しながら、信頼できる情報であるか
を確認しましょう。また、インターネット上の情報は更新されている可能性があるので、
閲覧した日付を記録しておくことが必要です。信頼できるデータとしては官公庁のホーム
ページからのデータが挙げられます。 

 
インターネットで得た情報を論文に引用する場合、どのサイト（ホームページ等）から

引用しているのか、またいつ検索したのかを明示します。 
 

例) 論文にインターネットで検索した情報を掲載する際に行うこと 
 
１．転載する文章中に引用したことを表す例 
 
著作権法は、著作権の内容を、大きく次の二つに分けて定めています。その一つは、著作

物を通して表現されている著作者の人格をまもるための「著作者人格権」、そしてもう一つ
は、著作権者が著作物の利用を許可してその使用料を受け取ることができる権利としての
「著作権（財産権）」です。                           文化庁ホームページ（2021 年 4 月 26 日閲覧） 

 
２．引用文献の書き方の例 

 
文化庁ホームページ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
（2021 年 4 月 27 日閲覧） 

インターネットによる検索 

①AND 検索・・・A B  入力の仕方は A スペース B 

東京 図書館  「東京」と「図書館」の両方を含む Web ページを検索したい。  

②NOT 検索・・・A-B  入力の仕方は A 半角マイナス B 

東京-図書館  「東京」から「図書館」の情報を除いた Web ページを検索したい。 

③フレーズ検索・・・”A B”  入力の仕方は A B の２つの文字を” ”で囲う 

”東京 図書館”  「東京 図書館」というフレーズを含む Web ページを検索したい。 

 

インターネットをつかって AND 検索、NOT 検索、フレーズ検索を試してみましょう。 
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（３）先行研究についての論文を引用 

先行研究の論文を検索する方法を紹介します。先行研究の検索は論文検索サイトの 
CiNii や Google Scholar を使います。興味のあるテーマや、そのテーマに関するキー
ワードを入力し、複数の論文を読んでみましょう。 

 
先行研究の論文の引用の方法について CiNii を使って、フリーワードの項目へ関心の

ある言葉を入力し、検索できた論文を引用する方法について説明します。 
 
論文を引用する場合は、本文中に以下のように記載します。 

 

吉田・川崎（2020）は、「問い」が・・・・・ 
 
また、論文の最後に引用文献として以下のように記載します。 

 
吉田美穂・川崎弘作（2020）「科学的探究における疑問から問いへの変換過程に
関する小学生の実態」『理科教育学研究』第 60 巻，第 3 号，pp.675-685. 

※複数のページは pp. 675-685、1 ページの時は p.685 のように記入します。 
 

６ ルーブリックによる自己評価 

 

引用文献 

文化庁ホームページ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html 

（2021 年 4 月 27 日閲覧） 

 

CiNii を使ってフリーワードの項目へ関心のある言葉を入力し、検索した論文を引用文献に 

記載する書き方を実践してみましょう。 

著者（発行西暦）「タイトル」『掲載誌』第○巻，第○号，ページ． 

上の例を参考に解説し、生徒に書かせてください。 
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５
の
記
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５の（１）と（２）と（３）

の全てにおいて、記述してい

る。 

５の（１）と（２）を記述し

ているが、（３）を記述して

いない。 

５の（１）と（２）で記述し

ていないものがある。 

  

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.htm
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研究倫理講座③ 
 
ルーブリックを見返しながら、自己の到達度を確認し、改善を図りましょう。 

 

７ ＤＮＡの構造発見にまつわる物語 

下の写真は世界的な大発見の証拠として用いられた写真であると言われています。この写
真にまつわる歴史に触れていきます。 

モーリス・ウィルキンスが       

撮影した DNA の X 線写真と     

掲載された論文（1953） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロザリンド・フランクリンが 

撮影した DNA の X 線写真と掲

載された論文（1953） 

育
成
し
た
い
資
質
・
能
力 

グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
観
点 

評
価
の
観
点 

評
価
の
対
象 

高度に達成されている 達成されている 一部に課題あり 自
己
評
価 

教
員
に
よ
る
評
価 Ａ Ｂ Ｃ 

挑
戦
力 

自
己
改
善 

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度 

７
の
記
述 

７において、自己の考えとと

もに、その理由や対応策も記

述している。 

７において、自己の考えを記

述しているが、理由または対

応策がない。 

７において、自己の考えも理

由や対応策も記述していな

い。 
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遺伝子の本体であるデオキシリボ核酸（DNA）が二重らせん構造をしているということを
知っている人も多いでしょう。DNA が二重らせん構造であることを予想し、モデルを作ると
ころまでたどり着いていたワトソンとクリックは、DNA そのものの写真データを根拠とする
ことを切望していました。当時、Ｘ線写真の技術により、同じ DNA の解析を行っていたモー
リス・ウィルキンスとロザリンド・フランクリンという 2 人の結晶学の研究者がいました。
この 2 人の研究者はケンブリッジ大学で同じ研究室の先輩と後輩の関係でした。 
 

13 ページの論文に掲載された写真はどちらも DNA のＸ線写真です。皆さんは２つの写真
を見てどのように感じたでしょうか。同じ研究テーマで、同時に研究誌に掲載された論文で
すが、明らかにロザリンドの写真の方がらせん構造をしている DNA の骨格をはっきりと映し
出しているのがわかります。ワトソンはこのロザリンドの X 線解析写真の複写を、ロザリン

ドに許可を得ることなく写真を持ち出したモーリスから見せてもらいました。ワトソンは次
のように後年著しています。 

 
「その写真を見たとたん、私は唖然として胸が早鐘のように高鳴るのを覚えた。そこに現

れた模様はこれまでに得られていた「A 型」より信じられないほど簡単であった。そのう
え、写真のなかで一番印象的な黒い十字の反射は、らせん構造からしか生じないものだっ
た。」（ジェームズ・D・ワトソン、2019） 
 

13 ページの２つの論文と同時に、わずか 1 ページからなるワトソンとクリックの論文は、
DNA の二重らせん構造を世界に知らしめる偉大な論文として掲載されました。そしてワトソ
ン、クリック、モーリスの 3 名は 1962 年にノーベル医学・生理学賞を受賞しました。その

5 年前の 1958 年にロザリンドは 37 歳の若さで癌に侵され、この写真に関する事実を知らず 
にこの世を去っていました。 
 

（１）二重らせん発見に関する上の文章を読んで、皆さんが良くないと思ったことを理由 

とともに書きましょう。 

データが持ち出されるような保管のされ方に問題があったというようなことを挙げる生徒がいたら発言 

させましょう。良くない点が複数ある場合は、それぞれについて理由とともに書かせましょう。 
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ロザリンドが高い解像度で撮影した DNA の X 線写真が、ワトソンとクリックの大発見の

重要な根拠となりました。この写真も重要なデータの一つです。では、データにはどのよう
なものがあるのでしょうか。 

 

広辞苑によるとデータを次のように書いています。 
 
①立論・計算の基礎となる、既知のあるいは認容された事実・数値。資料。与件。 

 ②コンピューターで処理する情報。（2021 年 5 月 4 日閲覧） 
 
つまり、研究における重要な資料のすべてがデータとなり得ると考えてよいでしょう。 

  

（２）（１）で挙げたことについて、あなただったらどのように対策し、起こらないように 

防ぎますか。対応策を書きましょう。 

データが盗用されないように保管について十分な対策を行うなどを引き出してください。 

（１）で良くない点が複数ある場合は、それぞれについて対応策を書かせてください。 

 

 

 

 

 

 

あなたが研究の根拠となるデータとして考えるものを書きましょう。 

例）印刷物、書物、手書きの手紙や関連する書物、アンケートの結果、インタビュー記録、 

 

実験・観察の測定データや画像データなど 
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８ データの管理 

研究活動でのデータの管理は、研究者自身が責任をもって行わなければなりません。研究
活動でのデータの管理は、研究成果に関する大事な情報を論文等で公表するまで守るという
こともありますが、質問紙調査等で得た情報に関するプライバシーの管理も重要な事項とな
ります。データ入力後の不用となった質問紙は、不用意にゴミ箱に捨てたり、紐でしばって
資源ごみに出したりしてはいけません。処分の際にはシュレッダーにかけるなどして、研究
者本人が処分を最後まで見届けるようにすることが必要です。表計算ソフトに入力する場合
はファイルにパスワードをかける、記録媒体に保存する場合は紛失に十分に気を付けるな
ど、十分に配慮するようにします。 

 

９ 著作権と研究倫理 

第 2 回で著作権について学びました。次の質問について考えてみましょう。      
他人の独創的な理論や学説、いわゆるアイディアを盗むことも著作権の侵害になるでしょう
か。 
著作物は、論文や記事といった表現を保護するものでありますが、抽象的なアイディア自

体は著作物として保護されません。したがって、たとえ他人の独創的で画期的な理論を無断
利用しても、著作権の侵害にはなりません。 
しかし、他人の研究上の成果を無断利用することとは別に、「研究倫理」上、他人の研究

成果の「盗用」として研究活動における不正行為に当たると考えられています。 
つまり、著作権での法的な措置がなくても、研究活動においては研究倫理により守らなく

てはならないルールがあるのです。 
 

研究活動における不正行為 

研究者倫理に背馳（はいち）し、研究活動や研究発表においてその本質ないし本来の趣旨
を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為にほかならな
い。具体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用が、
不正行為に該当する。 

（文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」2014） 

 

 

 

 

 

あなたは今後どのようなことに注意してデータを管理していきますか。書きましょう。 

データに応じて、プライバシーの観点や物理的な観点からの意見が出るでしょう。 
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１０ ラボノート 

研究データは、ラボノート(研究ノートや実験ノートと呼ばれます)に記録します。富士未
来学では、富士未来学ファイルに研究成果をファイリングしていきます。適切な形でデータ
やアイディアが記入され、管理されたラボノートは次のような役割があります。 

 
（１）研究が公正に行われていることを示す証拠 
（２）研究の成果が生まれた場合、その新規性を立証する証拠 
（３）研究グループ内でデータやアイディアを可視化し、共同研究のための重要なツール 
 
ラボノートには第三者が再現できるように情報を残すという目的があります。また、研究

倫理という側面では、研究の公正性を立証し、不正を防ぐことができます。しっかりとした
ラボノートがあれば、正式な報告書、論文、発表などの準備が容易になります。 

 
責任ある研究活動を進める上で、ラボノートは不可欠なツールであることを理解し、共同

研究者も含め、研究グループ全体で協議を行い、ルールを定めて運用していく必要がありま
す。 

 

１１ 研究課題に関する人権上の配慮 

 皆さんが研究課題を設定し、各自の課題研究に取り組む中、興味・関心に基づいた研究課
題であったとしても、人や動物を傷つけたり、社会的に認められない暴力的な内容であった

り、人権上の問題があるものであったりすることは決して許されません。自分は傷つかない
と思っている内容で、質問紙を作成し調査をしてしまい、他者を傷つけてしまう内容である
場合があります。これらも、富士未来学をとおして皆さんに学んでほしい重要なことです。 
 
富士高等学校・附属中学校には、ＩＲ評価委員会による質問紙作成上の規定もあります。

研究課題の設定で人権上配慮しなければならないことに触れていないか、担当の先生に質問
しましょう。 

 

あなたは今後どのようなことに注意して研究課題の設定をしていきますか。理由とともに 

書きましょう。 

東京都人権施策推進指針に示された人権課題 

女性、子供、高齢者、障害者、同和問題、アイヌの人々、外国人、ＨＩＶ感染者・ハンセン病患者等、 

犯罪被害者やその家族、インターネットによる人権侵害、北朝鮮による拉致問題、 

災害に伴う人権問題、ハラスメント、性自認、性的指向、路上生活者、その他様々な人権課題 

参照：東京都教育委員会 人権教育プログラム 
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１２ ルーブリックによる自己評価 
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